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○ 総 務 省 令 第 二 号 
電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 及 び 第

二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 二 年 一 月 二 十 七 日  

総 務 大 臣 高 市  早 苗   

電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 及 び 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

（ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を

含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は

、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分

が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に

掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後 改  正  前 
（ 書 面 解 除 に 伴 い 利 用 者 が 支 払 う べ き 金 額 ） （ 書 面 解 除 に 伴 い 利 用 者 が 支 払 う べ き 金 額 ） 

第 二 十 二 条 の 二 の 九 法 第 二 十 六 条 の 三 第 三 項 た だ し 書 の 総 務 省 令 で 定 め る 額 は 、 次 に 掲 げ る 額

に こ れ に 対 す る 法 定 利 率 に よ る 遅 延 損 害 金 の 額 を 加 算 し た 金 額 を 限 度 と す る 。 

第 二 十 二 条 の 二 の 九 ［ 同 上 ］ 

［ 一 略 ］ ［ 一 同 上 ］ 

二 書 面 解 除 に 係 る 電 気 通 信 役 務 が 仮 想 移 動 電 気 通 信 サ ー ビ ス （ 移 動 端 末 設 備 （ 携 帯 電 話 、 Ｐ

Ｈ Ｓ 端 末 又 は 無 線 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 八 若 し く は 第 四 十 九 条 の 二 十 九 で 定 め る 条 件 に

適 合 す る 無 線 設 備 に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） を 用 い て 利 用 さ れ る 電 気 通 信 役 務 で

あ つ て 、 一 端 が 無 線 に よ り 構 成 さ れ る 端 末 系 伝 送 路 設 備 に 移 動 端 末 設 備 を 接 続 す る 利 用 者 に

対 し 、 当 該 電 気 通 信 役 務 に 係 る 基 地 局 を 設 置 せ ず に 提 供 さ れ る も の （ 当 該 電 気 通 信 役 務 に 係

る 利 用 者 料 金 の 設 定 権 を 有 す る 者 が 提 供 す る も の に 限 る 。 ） を い う 。 第 二 十 二 条 の 二 の 十 五

に お い て 同 じ 。 ） で あ つ て 、 当 該 電 気 通 信 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 次 の イ 又 は ロ に

掲 げ る も の で あ る 場 合 に あ つ て は 、 そ れ ぞ れ 当 該 イ 又 は ロ に 定 め る 額 に 相 当 す る 額 （ 当 該 額

が 当 該 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 用 い る Ｓ Ｉ Ｍ カ ー ド （ 第 二 十 三 条 の 九 の 五 第 一 項 第 三 号 に 規 定

す る も の を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） の 提 供 に 要 す る 費 用 の 額 と し て 当 該 電 気 通 信

役 務 の 利 用 者 に 対 し 通 常 請 求 さ れ る 費 用 の 額 を 超 え る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 通 常 請 求 さ れ る

費 用 の 額 ） 

二 ［ 同 上 ］ 

イ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 に 電 気 通 信 設 備 を 接 続 す る 電 気 通 信 事 業 者 （ 当 該 電 気 通 信 事 業

者 か ら 当 該 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 用 い る 卸 電 気 通 信 役 務 の 提 供 （ 二 以 上 の 段 階 に わ た

る 当 該 卸 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 含 む 。 ） を 受 け る 電 気 通 信 事 業 者 を 含 む 。 ） 第 二 十 三 条

の 九 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 接 続 料 の う ち 、 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 （ 平 成 二 十

八 年 総 務 省 令 第 三 十 一 号 ） 第 四 条 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る 部 分 に 係 る 接 続 料 

イ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 に 電 気 通 信 設 備 を 接 続 す る 電 気 通 信 事 業 者 （ 当 該 電 気 通 信 事 業

者 か ら 当 該 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 用 い る 卸 電 気 通 信 役 務 の 提 供 （ 二 以 上 の 段 階 に わ た

る 当 該 卸 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 含 む 。 ） を 受 け る 電 気 通 信 事 業 者 を 含 む 。 ） 第 二 十 三 条

の 九 の 三 に 規 定 す る 接 続 料 の う ち 、 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 総

務 省 令 第 三 十 一 号 ） 第 四 条 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る 部 分 に 係 る 接 続 料 

［ ロ 略 ］ ［ ロ 同 上 ］ 

［ 三 ～ 五 略 ］ ［ 三 ～ 五 同 上 ］ 

（ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に 関 す る 接 続 約 款 の 届 出 ） （ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に 関 す る 接 続 約 款 の 届 出 ） 

第 二 十 三 条 の 九 の 三 法 第 三 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 接 続 約 款 を 定 め 、 又 は 変 更 し よ う と す

る 者 は 、 そ の 実 施 の 日 の 七 日 前 ま で に 、 様 式 第 十 七 の 四 の 届 出 書 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し

た 接 続 約 款 （ 変 更 の 届 出 の 場 合 は 、 接 続 約 款 の 新 旧 対 照 ） 並 び に 様 式 第 十 七 の 四 の 二 か ら 様 式

第 十 七 の 四 の 七 ま で 、 様 式 第 十 七 の 四 の 九 （ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 第 十 六 条 第 一

項 の 規 定 に 基 づ き 接 続 料 （ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に 関 し 当 該 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設

備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 取 得 す べ き 金 額 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 設 定 す

る 場 合 に は 、 様 式 第 十 七 の 四 の 二 か ら 様 式 第 十 七 の 四 の 九 ま で ） 及 び 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る

様 式 の 接 続 料 の 算 出 の 根 拠 に 関 す る 説 明 を 記 載 し た 書 類 そ の 他 必 要 な 書 類 を 添 え て 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 書 類 に 掲 記 さ れ る 科 目 そ の 他 の 事 項 の 金 額 及 び 数 値 は

、 接 続 料 の 算 出 に 十 分 な 精 度 を 確 保 で き る 場 合 に 限 り 、 端 数 処 理 を 行 つ て 表 示 す る こ と が で き

る 。 

第 二 十 三 条 の 九 の 三 法 第 三 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 接 続 約 款 を 定 め 、 又 は 変 更 し よ う と す

る 者 は 、 そ の 実 施 の 日 の 七 日 前 ま で に 、 様 式 第 十 七 の 四 の 届 出 書 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し

た 接 続 約 款 （ 変 更 の 届 出 の 場 合 は 、 接 続 約 款 の 新 旧 対 照 ） 並 び に 様 式 第 十 七 の 四 の 二 か ら 第 十

七 の 四 の 七 ま で （ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 第 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 接 続 料 を

設 定 す る 場 合 に は 、 第 十 七 の 四 の 八 ま で ） 及 び 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 様 式 の 接 続 料 （ 第 二 種

指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に 関 し 当 該 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 取

得 す べ き 金 額 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 算 出 の 根 拠 に 関 す る 説 明 を 記 載 し た 書 類

そ の 他 必 要 な 書 類 を 添 え て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 書 類 に 掲 記 さ れ

る 科 目 そ の 他 の 事 項 の 金 額 及 び 数 値 は 、 接 続 料 の 算 出 に 十 分 な 精 度 を 確 保 で き る 場 合 に 限 り 、

端 数 処 理 を 行 つ て 表 示 す る こ と が で き る 。 

［ 一 ～ 五 略 ］ ［ 一 ～ 五 同 上 ］ 

２ 前 項 の 接 続 約 款 を 変 更 し よ う と す る 者 が 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 第 十 七 条 第 一 項 ［ 新 設 ］ 
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の 規 定 に よ り 、 予 測 接 続 料 （ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 第 十 三 条 第 三 項 に 規 定 す る 予

測 接 続 料 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 精 算 接 続 料 （ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 第 十 三 条

第 四 項 に 規 定 す る 精 算 接 続 料 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 計 算 し 、 当 該 予 測 接 続 料 又 は 当 該 精 算 接

続 料 に つ い て 接 続 約 款 を 変 更 し よ う と す る 者 で あ る 場 合 に お け る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は

、 同 項 中 「 そ の 実 施 の 日 の 七 日 前 ま で に 」 と あ る の は 、 当 該 予 測 接 続 料 に つ い て 接 続 約 款 を 変

更 し よ う と す る 者 に あ つ て は 「 基 礎 事 業 年 度 （ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 第 十 七 条 第

二 項 に 規 定 す る 基 礎 事 業 年 度 を い う 。 ） の 経 過 後 十 一 月 以 内 に 」 と 、 当 該 精 算 接 続 料 に つ い て

接 続 約 款 を 変 更 し よ う と す る 者 に あ つ て は 「 基 礎 事 業 年 度 （ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規

則 第 十 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 基 礎 事 業 年 度 を い う 。 ） の 経 過 後 九 月 以 内 に 」 と す る 。 

様式第17の４の２（第23条の９の３関係） 様式第17の４の２（第23条の９の３関係） 

１ 音声伝送交換機能、ＭＮＰ転送機能及びＳＭＳ伝送交換機能の接続料原価の算出 １ ［同左］ 

［表略］  ［表同左］ 

注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「ＭＮＰ転送機能」は同表１の項ハに掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換機能

」は同表１の項ニに掲げる機能をいう。 

注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「ＭＮＰ転送機能」は同項ハに掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換機能」は同

項ニに掲げる機能をいう。 

［２～５ 略］ ［２～５ 同左］ 

２ データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出 ２ ［同左］ 

 

データ伝送役

務に係る費用 

    

回線容量課金

対象外費用 
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事

業
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予

測

値

（

事

業

年

度

） 
営業費                

運用費                

施設保

全費 

               

共通費                

管理費                

 

データ伝送役

務に係る費用 

    

回線容量課金

対象外費用 

回線容量課金

対象費用 

  

接続料対象外

費用 
接続料原価 

営業費      

運用費      

施設保

全費 

     

共通費      

管理費      

試験研

究費 

     

研究費

償却 

     

減価償

却費 

     

固定資

産除却

費 
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試験研

究費 

               

研究費

償却 

               

減価償

却費 

               

固定資

産除却

費 

               

通信設

備使用

料 

               

租税公

課 

               

合計                
 

 

通信設

備使用

料 

     

租税公

課 

     

合計      
 

費用区分 算定方法 

営業費  

運用費  

施設保全費  

共通費  

管理費  

試験研究費  

研究費償却  

減価償却費  

固定資産除却費  

通信設備使用料  

租税公課  
 

 

［注１～５ 略］ ［注１～５ 同左］ 

６ 「参考値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第７条第１項及び第２項の規定

により同項第２号に該当するものとして合理的な将来の予測に基づき第二種指定設備管理運

営費を算定する際に、基礎事業年度（第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第２項に規

定する基礎事業年度をいう。）の翌年度の値を推計した場合に、当該年度の算定した費用を

記載すること。 

［新設］ 

７ 「予測値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第７条第１項及び第２項の規定

により同項第２号に該当するものとして合理的な将来の予測に基づき算定された額を、予測

接続料（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第３項に規定する予測接続料をいう。以

［新設］ 
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下同じ。）を設定する三事業年度について、適用される事業年度ごとに欄を分けて記載する

こと。 

８ 「算定方法」の欄には、費用区分ごとに、予測値の算定方法を具体的に記載すること。予

測値の算定に当たり、過去の実績値からの推測のみでなく、基地局等の整備見込み及びシス

テム更新予定、会計方針及び会計基準の変更（加速償却、除却、減価償却方法の変更等）等

の算定時点で判明している各事業年度の予測接続料に影響を与え得る要素を反映した場合、

それらがわかるよう記載すること。また、事業年度ごとに算定方法が異なる場合は、当該事

業年度ごとに記載すること。 

［新設］ 

２の２ データ伝送交換機能の回線数単位接続料の原価の算出 ２の２ ［同左］ 

 接続料原価 

備考 実績値 

（事業年度） 

参考値 

（事業年度） 

予測値 

（事業年度） 

営業費     

運用費     

施設保全費     

共通費     

管理費     

試験研究費     

研究費償却     

減価償却費     

固定資産除却費     

通信設備使用料     

租税公課     

合計     
 

 

接続料原価 備考 

営業費   

運用費   

施設保全費   

共通費   

管理費   

試験研究費   

研究費償却   

減価償却費   

固定資産除却費   

通信設備使用料   

租税公課   

合計   
 

費用区分 算定方法 

営業費  

運用費  

施設保全費  

共通費  

管理費  

試験研究費  

研究費償却  

減価償却費  

固定資産除却費  

通信設備使用料  
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租税公課  
 

［注１～３ 略］ ［注１～３ 同左］ 

４ 「参考値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第７条第１項及び第２項の規定

により同項第２号に該当するものとして合理的な将来の予測に基づき第二種指定設備管理運

営費を算定する際に、基礎事業年度（第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第２項に規

定する基礎事業年度をいう。）の翌年度の値を推計した場合に、当該年度の算定した費用を

記載すること。 

［新設］ 

５ 「予測値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第７条第１項及び第２項の規定

により同項第２号に該当するものとして合理的な将来の予測に基づき算定された額を、予測

接続料（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第３項に規定する予測接続料をいう。以

下同じ。）を設定する三事業年度について、適用される事業年度ごとに欄を分けて記載する

こと。 

［新設］ 

６ 「算定方法」の欄には、費用区分ごとに、予測値の算定方法を具体的に記載すること。予

測値の算定に当たり、過去の実績値からの推測のみでなく、基地局等の整備見込み及びシス

テム更新予定、会計方針及び会計基準の変更（加速償却、除却、減価償却方法の変更等）等

の算定時点で判明している各事業年度の予測接続料に影響を与え得る要素を反映した場合、

それらがわかるよう記載すること。また、事業年度ごとに算定方法が異なる場合は、当該事

業年度ごとに記載すること。 

［新設］ 

２の３ データ伝送交換機能のＳＩＭカード枚数単位接続料の原価の算出 ２の３ ［同左］ 

 ［表略］  ［表同左］ 

［注１・２ 略］ ［注１・２ 同左］ 

３ 注１及び注２の規定にかかわらず、第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第６項によ

り接続料を算定する場合には、「営業費」から「租税公課」までの欄に代えて、「ＳＩＭカ

ードの調達費用」及び「ＳＩＭカードの管理及び他事業者への提供に要する費用」の欄を設

けて記載すること。この場合において、「ＳＩＭカードの調達費用」の「備考」の欄には、

当該ＳＩＭカードの調達費用の算定期間及び算定方法を、「ＳＩＭカードの管理及び他事業

者への提供に要する費用」の「備考」の欄には、ＳＩＭカードの管理及び他事業者への提供

に要する費用の算定方法を記載すること。 

３ 注１及び注２の規定にかかわらず、第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第２項によ

り接続料を算定する場合には、「営業費」から「租税公課」までの欄に代えて、「ＳＩＭカ

ードの調達費用」及び「ＳＩＭカードの管理及び他事業者への提供に要する費用」の欄を設

けて記載すること。この場合において、「ＳＩＭカードの調達費用」の「備考」の欄には、

当該ＳＩＭカードの調達費用の算定期間及び算定方法を、「ＳＩＭカードの管理及び他事業

者への提供に要する費用」の「備考」の欄には、ＳＩＭカードの管理及び他事業者への提供

に要する費用の算定方法を記載すること。 

 ［４・５ 略］  ［４・５ 同左］ 

３ 機能別接続料原価算入営業費明細表 ３ ［同左］ 

［表略］  ［表同左］ 

注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「データ伝送交換機能」は同表１の項ロに掲げる機能を、「ＭＮＰ転送機能

」は同表１の項ハに掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換機能」は同表１の項ニに掲げる機能を

いう。 

注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「データ伝送交換機能」は同項ロに掲げる機能を、「ＭＮＰ転送機能」は同

項ハに掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換機能」は同項ニに掲げる機能をいう。 

２ 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項ロに掲げる機能の接続料原価 ２ 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項ロに掲げる機能の接続料原価
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に営業費を算入する場合には、同条第２項各号に掲げる部分の接続料ごとに欄を分け、当該

接続料ごとの欄にそれぞれの接続料原価に算入する営業費の額を記載すること。また、将来

原価方式対象機能（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第２項に規定する将来原価方

式対象機能をいう。）については、２（データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の

算出）及び２の２（データ伝送交換機能の回線数単位接続料の原価の算出）により算定され

た実績値及び三事業年度分の予測値ごとに当該欄を分けてそれぞれ記載すること。 

に営業費を算入する場合には、同条第２項各号に掲げる部分の接続料ごとに欄を分け、当該

接続料ごとの欄にそれぞれの接続料原価に算入する営業費の額を記載すること。 

［３・４ 略］ ［３・４ 同左］ 

４ 原価の合算 ４ ［同左］ 

［表略］  ［表同左］ 

［注１ 略］ ［注１ 同左］ 

２ 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項に掲げる機能ごと（同表１の

項ロに定める機能にあつては、同条第２項各号に掲げる部分ごと（同項第３号に掲げる部分

について、ＳＩＭカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、ＳＩＭカー

ドの種類ごと））に作成すること。 

２ 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項に掲げる機能ごと（同項ロに

定める機能にあつては、同条第２項各号に掲げる部分ごと（同項第３号に掲げる部分につい

て、ＳＩＭカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、ＳＩＭカードの種

類ごと））に作成すること。 

３ 「接続料原価」の欄には、１（音声伝送交換機能、ＭＮＰ転送機能及びＳＭＳ伝送交換機

能の接続料原価の算出）、２（データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出）、

２の２（データ伝送交換機能の回線数単位接続料の原価の算出）又は２の３（データ伝送交

換機能のＳＩＭカード枚数単位接続料の原価の算出）により算出された額を記載すること。

また、将来原価方式対象機能（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第２項に規定する

将来原価方式対象機能をいう。）については、２及び２の２により算定された実績値及び三

事業年度分の予測値ごとに「接続料原価」及び「計」の欄を分けてそれぞれ記載すること。 

 ３ 「接続料原価」の欄には、１（音声伝送交換機能、ＭＮＰ転送機能及びＳＭＳ伝送交換機

能の接続料原価の算出）、２（データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出）、

２の２（データ伝送交換機能の回線数単位接続料の原価の算出）又は２の３（データ伝送交

換機能のＳＩＭカード枚数単位接続料の原価の算出）により算出された額を記載すること。 

４ 「（電気通信事業者の別）」の欄は、必要に応じ、適宜追加すること。 ４ 「（電気通信事業者の別）」の項は、必要に応じ、適宜追加すること。 

様式第17の４の３（第23条の９の３関係） 様式第17の４の３（第23条の９の３関係） 

１ 機能に係るレートベース １ ［同左］ 

 ［表略］ ［表同左］ 

注１ 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表に掲げる機能ごと（同表１の項ロに

定める機能にあつては、同条第２項各号に掲げる部分ごと（同項第３号に掲げる部分につい

て、ＳＩＭカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、ＳＩＭカードの種

類ごと））に作成すること（同条第１項の表１の項ロに掲げる機能の同条第２項第３号に掲

げる部分の接続料にあつては、同令第13条第６項により算定する場合を除く。）。また、将

来原価方式対象機能（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第２項に規定する将来原価

方式対象機能をいう。）については、様式第17の４の６（役務別指定設備帰属明細表）及び

様式第17の４の７（機能別運転資本計算表）により算定された実績値及び三事業年度分の予

測値ごとに「金額」の欄を分けてそれぞれ記載すること。 

注１ 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表に掲げる機能ごと（同号ロに定める

機能にあつては、同条第２項各号に掲げる部分ごと（同項第３号に掲げる部分について、Ｓ

ＩＭカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、ＳＩＭカードの種類ごと

））に作成すること（同条第１項の表１の項ロに掲げる機能の同条第２項第３号に掲げる部

分の接続料にあつては、同令第13条第２項により算定する場合を除く。）。 

［２～４ 略］ ［２～４ 同左］ 

２ 資本構成比 ２ ［同左］ 



 

 

8
頁
 

貸借対照表

の額 

基礎事業年度の

貸借対照表の額

（期首値） 

基礎事業年度の

貸借対照表の額

（期末値） 

平均値 

   

負債の額     他人資本比

率 

 

純資産の額     自己資本比

率 

 

合計額       
 

貸借対照表

の額 

原価及び利潤の

算定期間の貸借

対照表の額（期

首値） 

原価及び利潤の

算定期間の貸借

対照表の額（期

末値） 

平均値 

   

負債の額     他人資本比

率 

 

純資産の額     自己資本比

率 

 

合計額       
 

注 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第２項に規定する基礎事業年度

をいう。 

［新設］ 

３ 他人資本費用 ３ ［同左］ 

 ［表略］  ［表同左］ 

注１ 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表に掲げる機能ごと（同表１の項ロに

定める機能にあつては、同条第２項各号に掲げる部分ごと（同項第３号に掲げる部分につい

て、ＳＩＭカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、ＳＩＭカードの種

類ごと））に作成すること（同条第１項の表１の項ロに掲げる機能の同条第２項第３号に掲

げる部分の接続料にあつては、同令第13条第６項により算定する場合を除く。）。また、将

来原価方式対象機能（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第２項に規定する将来原価

方式対象機能をいう。）については、１（機能に係るレートベース）により算定された実績

値及び三事業年度分の予測値ごとに「数値」の欄を分けてそれぞれ記載すること。 

注１ 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表に掲げる機能ごと（同項ロに定める

機能にあつては、同条第２項各号に掲げる部分ごと（同項第３号に掲げる部分について、Ｓ

ＩＭカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、ＳＩＭカードの種類ごと

））に作成すること（同条第１項の表１の項ロに掲げる機能の同条第２項第３号に掲げる部

分の接続料にあつては、同令第13条第２項により算定する場合を除く。）。 

２ 「機能に係るレートベース」の項には、１（機能に係るレートベース）により算定された

値を用いること。 

 ［新設］ 

３ ［略］ ２ ［同左］ 

４ ［略］ ３ ［同左］ 

５ ［略］ ４ ［同左］ 

４ 有利子負債・有利子負債以外の負債構成比 ４ ［同左］ 

負債の勘定科目 
基礎事業年度

の期首値 

基礎事業年度

の期末値 
平均値 

   

有利子負債に該当す

る勘定科目 

    

有利子

負債比

率 

 

      

      

有利子負債の合計額     
 

負債の勘定科目 

原価及び利潤

の算定期間の

期首値 

原価及び利潤

の算定期間の

期末値 

平均値 

   

有利子負債に該当す

る勘定科目 

    

有利子

負債比

率 

 

      

      

有利子負債の合計額     
 

  



 

 

9
頁
 

有利子負債以外の負

債に該当する勘定科

目 

    

有利子

負債以

外の負

債比率 

 

      

      

有利子負債以外の負

債の合計額 

    

       

合計額       
 

有利子負債以外の負

債に該当する勘定科

目 

    

有利子

負債以

外の負

債比率 

 

      

      

有利子負債以外の負

債の合計額 

    

       

合計額       
 

注１ 「有利子負債に該当する勘定科目」及び「有利子負債以外の負債に該当する勘定科目」の

項は、必要に応じ、適宜増減すること。 

注 「有利子負債に該当する勘定科目」及び「有利子負債以外の負債に該当する勘定科目」の項

は、必要に応じ、適宜増減すること。 

 ２ 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第２項に規定する基礎事業年

度をいう。 

 

５ 有利子負債に対する利子率 ５ ［同左］ 

損益計算書上の勘定

科目 

基礎事業年度の損益計

算書の額 

  

    

    

合計    

    

貸借対照表上の勘定

科目 

基礎事業年度の貸借対

照表の額（期首値） 

基礎事業年度の貸借対

照表の額（期末値） 
平均値 

    

    

合計    

    

有利子負債に対する利子率   
 

損益計算書上の勘定

科目 

原価及び利潤の算定期

間の損益計算書の額 

  

    

    

合計    

    

貸借対照表上の勘定

科目 

原価及び利潤の算定期

間の貸借対照表の額（

期首値） 

原価及び利潤の算定期

間の貸借対照表の額（

期末値） 

平均値 

    

    

合計    

    

有利子負債に対する利子率   
 

［注１～３ 略］ ［注１～３ 同左］ 

４ 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第２項に規定する基礎事業年

度をいう。 

［新設］ 

６ 自己資本費用 ６ ［同左］ 

 ［表略］ ［表同左］ 

注１ 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表に掲げる機能ごと（同表１の項ロに

定める機能にあつては、同条第２項各号に掲げる部分ごと（同項第３号に掲げる部分につい

て、ＳＩＭカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、ＳＩＭカードの種

注１ 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表に掲げる機能ごと（同項ロに定める

機能にあつては、同条第２項各号に掲げる部分ごと（同項第３号に掲げる部分について、Ｓ

ＩＭカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、ＳＩＭカードの種類ごと



 

 

1
0
頁
 

類ごと））に作成すること（同条第１項の表１の項ロに掲げる機能の同条第２項第３号に掲

げる部分の接続料にあつては、同令第13条第６項により算定する場合を除く。）。また、将

来原価方式対象機能（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第２項に規定する将来原価

方式対象機能をいう。）については、１（機能に係るレートベース）により算定された実績

値及び三事業年度分の予測値ごとに「数値」の欄を分けてそれぞれ記載すること。 

））に作成すること（同条第１項の表１の項ロに掲げる機能の同条第２項第３号に掲げる部

分の接続料にあつては、同令第13条第２項により算定する場合を除く。）。 

２ 「機能に係るレートベース」の項には、１（機能に係るレートベース）により算定された

値を用いること。 

 ［新設］ 

３ ［略］ ２ ［同左］ 

４ ［略］ ３ ［同左］ 

７ 自己資本利益率 ７ ［同左］ 

 基礎事業年度の

前々事業年度の

自己資本利益率 

基礎事業年度の

前事業年度の自

己資本利益率 

基礎事業年度の

自己資本利益率 
過去三期平均

値 

リスクの低い

金融商品の平

均金利 

    

β     

主要企業の平

均自己資本利

益率―リスク

の低い金融商

品の平均金利 

    

自己資本利益

率 

    

 

 原価及び利潤の

前々算定期間の

自己資本利益率 

原価及び利潤の

前算定期間の自

己資本利益率 

原価及び利潤の

算定期間の自己

資本利益率 

過去三期平均

値 

リスクの低い

金融商品の平

均金利 

    

β     

主要企業の平

均自己資本利

益率―リスク

の低い金融商

品の平均金利 

    

自己資本利益

率 

    

 

［注１～３ 略］ ［注１～３ 同左］ 

４ 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第２項に規定する基礎事業年

度をいう。 

［新設］ 

９ 利益対応税 ９ ［同左］ 

 ［表略］  ［表同左］ 

注１ 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表に掲げる機能ごと（同表１の項ロに

定める機能にあつては、同条第２項各号に掲げる部分ごと（同項第３号に掲げる部分につい

て、ＳＩＭカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、ＳＩＭカードの種

類ごと））に作成すること（同条第１項の表１の項ロに掲げる機能の同条第２項第３号に掲

げる部分の接続料にあつては、同令第13条第６項により算定する場合を除く。）。また、将

来原価方式対象機能（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第２項に規定する将来原価

方式対象機能をいう。）については、１（機能に係るレートベース）及び６（自己資本費用

注 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表に掲げる機能ごと（同項ロに定める機

能にあつては、同条第２項各号に掲げる部分ごと（同項第３号に掲げる部分について、ＳＩＭ

カードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、ＳＩＭカードの種類ごと））に

作成すること（同条第１項の表１の項ロに掲げる機能の同条第２項第３号に掲げる部分の接続

料にあつては、同令第13条第２項により算定する場合を除く。）。 
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）により算定された実績値及び三事業年度分の予測値ごとに「数値」の欄を分けてそれぞれ

記載すること。 

２ 「自己資本費用」の項には６（自己資本費用）により算定された値を用いること。  

３ 「機能に係るレートベース×他人資本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相当率」の

項のうち、「機能に係るレートベース」については、１（機能に係るレートベース）により

算定された値を用いること。 

 

［10 略］ ［10 同左］ 

11 利潤 11 ［同左］ 

［表略］ ［表同左］ 

注１ 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表に掲げる機能ごと（同表１の項ロに

定める機能にあつては、同条第２項各号に掲げる部分ごと（同項第３号に掲げる部分につい

て、ＳＩＭカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、ＳＩＭカードの種

類ごと））に作成すること（同条第１項の表１の項ロに掲げる機能の同条第２項第３号に掲

げる部分の接続料にあつては、同令第13条第６項により算定する場合を除く。）。また、将

来原価方式対象機能（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第２項に規定する将来原価

方式対象機能をいう。）については、３（他人資本費用）、６（自己資本費用）及び９（利

益対応税）により算定された実績値及び三事業年度分の予測値ごとに「数値」の欄を分けて

それぞれ記載すること。 

注 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表に掲げる機能ごと（同項ロに定める機

能にあつては、同条第２項各号に掲げる部分ごと（同項第３号に掲げる部分について、ＳＩＭ

カードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、ＳＩＭカードの種類ごと））に

作成すること（同条第１項の表１の項ロに掲げる機能の同条第２項第３号に掲げる部分の接続

料にあつては、同令第13条第２項により算定する場合を除く。）。 

２ 「他人資本費用」、「自己資本費用」及び「利益対応税」の項には、それぞれ、３（他人

資本費用）、６（自己資本費用）及び９（利益対応税）により算定された値を用いること。 

 

12 第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第６項により算定する接続料の利潤 12 第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第２項により算定する接続料の利潤 

 ［表略］  ［表同左］ 

注１ 第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第６項により接続料を算定する場合に作成する

こと。 

注１ 第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第２項により接続料を算定する場合に作成する

こと。 

２ 各項目のうち実績値及び三事業年度分の予測値を算定しているものについては、実績値を

用いること。 

［新設］ 

３ ［略］ ２ ［同左］ 

４ ［略］ ３ ［同左］ 

様式第17の４の４（第23条の９の３関係） 様式第17の４の４（第23条の９の３関係） 

１ データ伝送交換機能の回線容量単位接続料に係る需要 １ ［同左］ 

項目 

実績値 

（事業年度

） 

（単位：Ｍ

bps） 

実績値の 

算定方法 

参考値 

（事業年度

） 

（単位：Ｍ

bps） 

予測値 

（事業年度

） 

（単位：Ｍ

bps） 

予測値の 

算定方法 
項目 値（単位：Ｍbps） 備考 



 

 

1
2
頁
 

需要      
 

需要   
 

［注１ 略］ ［注１ 同左］ 

２ 「参考値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第11条第２項の規定により同項

第２号に該当するものとして合理的な将来の予測値を算定する際に、基礎事業年度（第二種

指定電気通信設備接続料規則第17条第２項に規定する基礎事業年度をいう。）の翌年度の値

を推計した場合に、当該年度の算定した値を記載すること。 

２ 備考欄には、需要の算定方法の概要を記載すること。 

３ 「予測値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第11条第２項の規定により同項

第２号に該当するものとして算定された合理的な将来の予測値を、予測接続料（第二種指定

電気通信設備接続料規則第13条第３項に規定する予測接続料をいう。以下同じ。）を設定す

る三事業年度について、適用される事業年度ごとに欄を分けて記載すること。 

 ［新設］ 

４ 「実績値の算定方法」の欄には、需要の算定方法の概要を記載すること。  ［新設］ 

５ 「予測値の算定方法」の欄には、予測値の算定方法を具体的に記載すること。予測値の算

定に当たり、過去の実績値からの推測のみでなく、データ伝送容量の拡充予定等の算定時点

で判明している各事業年度の予測接続料に影響を与え得る要素を反映した場合、それらがわ

かるよう記載すること。また、事業年度ごとに算定方法が異なる場合は、当該事業年度ごと

に記載すること。 

 ［新設］ 

１の２ データ伝送交換機能の回線数単位接続料に係る需要 １の２ ［同左］ 

項目 

数値（単位：回線） 
予測値の 

算定方法 
実績値 

（事業年度） 

参考値 

（事業年度） 

予測値 

（事業年度） 

需要     
 

項目 数値（単位：回線） 備考 

需要   
 

注１ 「データ伝送交換機能の回線数単位接続料」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第４

条第１項の表１の項ロに掲げる機能の同条第２項第２号に掲げる部分の接続料をいう。 

注 「データ伝送交換機能の回線数単位接続料」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第４条

第１項の表１の項ロに掲げる機能の同条第２項第２号に掲げる部分の接続料をいう。 

２ 「参考値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第11条第２項の規定により同項

第２号に該当するものとして合理的な将来の予測値を算定する際に、基礎事業年度（第二種

指定電気通信設備接続料規則第17条第２項に規定する基礎事業年度をいう。）の翌年度の値

を推計した場合に、当該年度の算定した値を記載すること。 

 

３ 「予測値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第11条第２項の規定により同項

第２号に該当するものとして算定された合理的な将来の予測値を、予測接続料（第二種指定

電気通信設備接続料規則第13条第３項に規定する予測接続料をいう。以下同じ。）を設定す

る三事業年度について、適用される事業年度ごとに欄を分けて記載すること。 

 

４ 「予測値の算定方法」の欄には、予測値の算定方法を具体的に記載すること。予測値の算

定に当たり、過去の実績値からの推測のみでなく、データ伝送容量の拡充予定等の算定時点

で判明している各事業年度の予測接続料に影響を与え得る要素を反映した場合、それらがわ

かるよう記載すること。また、事業年度ごとに算定方法が異なる場合は、当該事業年度ごと

に記載すること。 

 



 

 

1
3
頁
 

［１の３～３ 略］ ［１の３～３ 同左］ 

様式第17の４の５（第23条の９の３関係） 様式第17の４の５（第23条の９の３関係） 

１ データ伝送交換機能の回線容量単位接続料 １ ［同左］ 

 実績値（事業年度） 予測値（事業年度） 

（設備等の算

定上の区分

） 

計 

（設備等の算

定上の区分

） 

計 

原価（単位：円）     

利潤（単位：円）     

需要（単位：Mbps）     

（原価＋利潤）÷需要     

当該機能による使用回

数 

    

接続料単価     

備考   
 

 

（設備等の算定上の区分） 計 

原価（単位：円）   

利潤（単位：円）   

需要（単位：Mbps）   

（原価＋利潤）÷需要   

当該機能による使用回数   

接続料単価   

備考  
 

［注１～７ 略］ ［注１～７ 同左］ 

８ 「予測値」の欄には、予測接続料（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第３項に規

定する予測接続料をいう。）を設定する三事業年度について、適用される事業年度ごとに欄

を分けてそれぞれ記載すること。 

 ［新設］ 

１の２ データ伝送交換機能の回線数単位接続料 １の２ ［同左］ 

 実績値（事業年度） 予測値（事業年度） 

原価（単位：円）   

利潤（単位：円）   

需要（単位：回線）   

接続料単価   

備考   
 

 数値 

原価（単位：円）  

利潤（単位：円）  

需要（単位：回線）  

接続料単価  

備考  
 

［注１～３ 略］ ［注１～３ 同左］ 

４ 「予測値」の欄には、予測接続料（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第３項に規

定する予測接続料をいう。）を設定する三事業年度について、適用される事業年度ごとに欄

を分けてそれぞれ記載すること。 

［新設］ 

［１の３～４ 略］ ［１の３～４ 同左］ 

様式第 17の４の６（第 23条の９の３関係） 様式第17の４の６（第23条の９の３関係） 

役務別指定設備帰属明細表（レートベースの正味固定資産の算定） 役務別指定設備帰属明細表（レートベースの正味固定資産の算定） 

事業年度 自  年  月  日 事業年度 自  年  月  日 

至  年  月  日 至  年  月  日 
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１ 音声伝送役務 （単位：円） 

役務の種類 

移動電気通信役務 

音声伝送役務 データ伝送役務 

音声伝

送交換

機能 

ＭＮＰ

転送機

能 

ＳＭＳ

伝送交

換機能 

その他 合計 

データ

伝送交

換機能 

その他 合計 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

電気通信事業固定

資産 

                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

有形固定資産

（帳簿価額） 

                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

機械設備                                                 

空中線設備                                                 

通信衛星設

備 

                                                

端末設備                                                 

市内線路設

備 

                                                

市外線路設

備 

                                                

土木設備                                                 

海底線設備                                                 

建物                                                 

構築物             
 

                                  

機械及び装

置 

                                                

車両及び船

舶 

                                                

工具、器具

及び備品 

                                                

休止設備                                                 

土地                                                 

リース資産                                                 

建設仮勘定                                                 

（単位：円） 

 

音声伝送交換

機能 

ＭＮＰ転送機

能 

ＳＭＳ伝送交

換機能 
その他 合計 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

電気通信事業固定

資産 

               

  有形固定資産

（帳簿価額） 

               

  機械設備                

空中線設備                

通信衛星設

備 

               

端末設備                

市内線路設

備 

               

市外線路設

備 

               

土木設備                

海底線設備                

建物                

構築物                

機械及び装

置 

               

車両及び船

舶 

               

工具、器具

及び備品 

               

休止設備                

土地                

リース資産                

建設仮勘定                

有形固定資産

合計 
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無形固定資産                

  海底線使用

権 

               

衛星利用権                

施設利用権                

ソフトウェ

ア 

               

のれん                

特許権                

借地権                

リース資産                

その他無形

固定資産 

               

無形固定資産

合計 

               

電気通信事業固定

資産合計 

               

注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「ＭＮＰ転送機能」は同表１の項ハに掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換機能

」は同表１の項ニに掲げる機能をいう。 

２ 「音声伝送役務」の欄には、携帯電話に係るもののみを記載すること。 

３ 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第１項の規定に基づき接続料を設定する場合は

、自らの第二種指定電気通信設備接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表の帳簿

価額及び共同設定者の同表の役務別固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定された

額を記載すること。 

  

  

  

  

  

有形固定資産

合計 

                                                

無形固定資産                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

海底線使用

権 

                                                

衛星利用権                                                 

施設利用権                                                 

ソフトウェ

ア 

                                                

のれん                                                 

特許権                                                 

借地権                                                 

リース資産                                                 

その他無形

固定資産 

                                                

無形固定資産

合計 

                                                

電気通信事業固定

資産合計 

                                                

注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「データ伝送交換機能」は同項ロに掲げる機能を、「ＭＮＰ転送機能」は同

項ハに掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換機能」は同項ニに掲げる機能をいう。 

２ 「音声伝送役務」の欄には、携帯電話に係るもののみを記載すること。 

３ 「データ伝送役務」の欄には、携帯電話及びＢＷＡに係るもののみを記載すること。 

４ 「データ伝送役務」の欄は、携帯電話、ＢＷＡ等の区分の別に従い、レートベースの算定

を分ける場合にあつては、当該区分ごとに分割すること。 

５ 「データ伝送交換機能」の欄は、第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第２項各号に

掲げる部分の接続料（同項第３号に掲げる部分について、同令第13条第２項により算定する

場合には、当該接続料を除く。）ごと、同項第３号に掲げる部分の接続料について、ＳＩＭ

カードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、ＳＩＭカードの種類ごとに欄

を分けて記載すること。 

２ データ伝送役務 

（単位：円） 

 

実績値 

（事業年度） 

参考値 

（事業年度） 

予測値 

（事業年度） 

データ伝送交

換機能 
その他 合計 

データ伝送交

換機能 

データ伝送交

換機能 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

電気通信事業固定

資産 
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有形固定資産

（帳簿価額） 
               

  

機械設備                

空中線設備                

通信衛星設

備 
               

端末設備                

市内線路設

備 
               

市外線路設

備 
               

土木設備                

海底線設備                

建物                

構築物                

機械及び装

置 
               

車両及び船

舶 
               

工具、器具

及び備品 
               

休止設備                

土地                

リース資産                

建設仮勘定                

有形固定資産

合計 
               

無形固定資産                

  

海底線使用

権 
               

衛星利用権                

施設利用権                

ソフトウェ

ア 
               

のれん                

特許権                
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借地権                

リース資産                

その他無形

固定資産 
               

無形固定資産

合計 
               

電気通信事業固定

資産合計 
               

 

区分 算定方法 

電

気

通

信

事

業

固

定

資

産 

有

形

固

定

資

産 

機械設備  

空中線設備  

通信衛星設備  

端末設備  

市内線路設備  

市外線路設備  

土木設備  

海底線設備  

建物  

構築物  

機械及び装置  

車両及び船舶  

工具、器具及び備品  

休止設備  

土地  

リース資産  

建設仮勘定  

無

形

固

定

資

産 

海底線使用権  

衛星利用権  

施設利用権  

ソフトウェア  

のれん  

特許権  

借地権  

リース資産  

その他無形固定資産  
 

 

注１ 「データ伝送交換機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項  
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ロに掲げる機能をいう。 

２ 携帯電話及びＢＷＡに係るもののみを記載すること。  

３ 携帯電話、ＢＷＡ等の区分の別に従い、レートベースの算定を分ける場合にあつては、当

該区分ごとに分割すること。 

 

４ 「データ伝送交換機能」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第２項各号

に掲げる部分の接続料（同項第３号に掲げる部分について、同令第13条第６項により算定す

る場合には、当該接続料を除く。）ごと、同令第４条第２項第３号に掲げる部分の接続料に

ついて、ＳＩＭカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、ＳＩＭカード

の種類ごとに欄を分けて記載すること。 

 

５ 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第１項の規定に基づき接続料を設定する場合は

、自らの第二種指定電気通信設備接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表の帳簿

価額及び共同設定者の同表の役務別固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として算定された

額を記載すること。 

 

６ 「参考値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第８条第３項の規定により同項

第２号に該当するものとして合理的な将来の予測値を算定する際に、基礎事業年度（第二種

指定電気通信設備接続料規則第17条第２項に規定する基礎事業年度をいう。）の翌年度の値

を推計した場合に、当該年度の算定した値を記載すること。 

 

７ 「予測値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第８条第３項の規定により同項

第２号に該当するものとして算定された合理的な将来の予測値を、予測接続料（第二種指定

電気通信設備接続料規則第13条第３項に規定する予測接続料をいう。以下同じ。）を設定す

る三事業年度について、適用される事業年度ごとに欄を分けて記載すること。 

 

８ 「算定方法」の欄には、資産区分ごとに、予測値の算定方法を具体的に記載すること。予

測値の算定に当たり、過去の実績値からの推測のみでなく、基地局等の整備見込み及びシス

テム更新予定、会計方針及び会計基準の変更（加速償却、除却、減価償却方法の変更等）等

の算定時点で判明している各事業年度の予測接続料に影響を与え得る要素を反映した場合、

それらがわかるよう記載すること。また、事業年度ごとに算定方法が異なる場合は、当該事

業年度ごとに記載すること。 

 

様式第17の４の７（第23条の９の３関係） 様式第17の４の７（第23条の９の３関係） 

［表略］ ［表同左］ 

注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「データ伝送交換機能」は同表１の項ロに掲げる機能を、「ＭＮＰ転送機能

」は同表１の項ハに掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換機能」は同表１の項ニに掲げる機能を

いう。 

注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「データ伝送交換機能」は同項ロに掲げる機能を、「ＭＮＰ転送機能」は同

項ハに掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換機能」は同項ニに掲げる機能をいう。 

［２ 略］ ［２ 同左］ 

３ 「データ伝送交換機能に係る運転資本の額」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規

則第４条第２項各号に掲げる部分の接続料ごとに欄を分け、同項第３号に掲げる部分の接続

３ 「データ伝送交換機能に係る運転資本の額」の欄は、第二種指定電気通信設備接続料規則

第４条第２項各号に掲げる部分の接続料ごとに欄を分け、同項第３号に掲げる部分の接続料
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料についてＳＩＭカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合は、当該接続料について

ＳＩＭカードの種類ごとに欄を分けて記載すること。この場合において、「接続料原価」、

「減価償却費」、「固定資産除却費」及び「租税公課」の欄には、それぞれ様式第17の４の

２表２（データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出）、同様式表２の２（デー

タ伝送交換機能の回線数単位接続料の原価の算出）及び同様式表２の３（データ伝送交換機

能のＳＩＭカード枚数単位接続料の原価の算出）の「接続料原価」の該当する欄の値を記載

すること。また、将来原価方式対象機能（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第２項

に規定する将来原価方式対象機能をいう。）については、様式第17の４の２表２及び同様式

表２の２により算定された実績値及び三事業年度分の予測値ごとに当該欄を分けてそれぞれ

記載すること。なお、同令第13条第６項により算定する接続料については、「減価償却費」

、「固定資産除却費」及び「租税公課」の欄は記載を要さない。 

についてＳＩＭカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合は、当該接続料についてＳ

ＩＭカードの種類ごとに欄を分けて記載すること。この場合において、「接続料原価」、「

減価償却費」、「固定資産除却費」及び「租税公課」の欄には、それぞれ様式第17の４の２

表２（データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出）、同様式表２の２（データ

伝送交換機能の回線数単位接続料の原価の算出）及び同様式表２の３（データ伝送交換機能

のＳＩＭカード枚数単位接続料の原価の算出）の「接続料原価」の該当する欄の値を記載す

ること。なお、同令第13条第２項により算定する接続料については、「減価償却費」、「固

定資産除却費」及び「租税公課」の欄は記載を要さない。 

［４～６ 略］ ［４～６ 同左］ 

様式第17の４の８（第23条の９の３関係） 様式第17の４の８（第23条の９の３関係） 

１ 貸借対照表に計上された額の合算 １ ［同左］ 

 ［表略］  ［表同左］ 

［注１・２ 略］ ［注１・２ 同左］ 

３ 算定する接続料の基礎事業年度（第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第２項に規定

する基礎事業年度をいう。）、その前事業年度、前々事業年度及び前々々事業年度ごとに作

成すること。 

３ 原価及び利潤の算定期間、前算定期間、前々算定期間並びに前々々算定期間ごとに作成す

ること。 

４ 「（電気通信事業者の別）」の欄は、必要に応じ、適宜追加すること。 ４ 「（電気通信事業者の別）」の項は、必要に応じ、適宜追加すること。 

［５ 略］ ［５ 同左］ 

２ 営業外費用の合算 ２ ［同左］ 

 ［表略］  ［表同左］ 

［注１ 略］ ［注１ 同左］ 

２ 「（電気通信事業者の別）」の欄は、必要に応じ、適宜追加すること。 ２ 「（電気通信事業者の別）」の項は、必要に応じ、適宜追加すること。 

 ［３ 略］ ［３ 同左］ 

様式第17の４の９（第23条の９の３関係） ［新設］ 

１ データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の実績値に対する予測値の比率  

 
予測値 実績値 

予測値／

実績値 
乖離が生じた理由 

原価（単位：円）     

利潤（単位：円）     

需要（単位：Mbps）     

接続料単価     
 

 

注１ 「データ伝送交換機能の回線容量単位接続料」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第  
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４条第１項の表１の項ロに掲げる機能の同条第２項第１号に掲げる部分の接続料をいう。 

２ 「予測値」の欄には、「実績値」に記載する原価及び利潤の算定の基礎となった会計の事

業年度に適用された予測接続料（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第３項に規定す

る予測接続料をいう。）の原価、利潤及び需要を記載すること。 

 

３ 「実績値」の欄には、様式第17の４の５表１（データ伝送交換機能の回線容量単位接続料

）により算定された実績値を記載すること。 

 

４ 「予測値／実績値」の欄には、予測値を実績値で除したものを百分率で記載すること。  

５ 「乖離が生じた理由」の欄には、予測値と実績値に乖離が生じた理由を具体的に記載する

こと。 

 

１の２ データ伝送交換機能の回線数単位接続料の実績値に対する予測値の比率  

 
予測値 実績値 

予測値／

実績値 
乖離が生じた理由 

原価（単位：円）     

利潤（単位：円）     

需要（単位：Mbps）     

接続料単価     
 

 

注１ 「データ伝送交換機能の回線数単位接続料」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第４

条第１項の表１の項ロに掲げる機能の同条第２項第２号に掲げる部分の接続料をいう。  

 

２ 「予測値」の欄には、「実績値」に記載する原価及び利潤の算定の基礎となった会計の事

業年度に適用された予測接続料（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第３項に規定す

る予測接続料をいう。）の原価、利潤及び需要を記載すること。 

 

３ 「実績値」の欄には、様式第17の４の５表１の２（データ伝送交換機能の回線数単位接続

料）により算定された実績値を記載すること。 

 

４ 「予測値／実績値」の欄には、予測値を実績値で除したものを百分率で記載すること。  

５ 「乖離が生じた理由」の欄には、予測値と実績値に乖離が生じた理由を具体的に記載する

こと。 

 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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（ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 二 条  第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 総 務 省 令 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に

二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も

の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に

掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄

に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後 改  正  前 
（ 用 語 ） （ 用 語 ） 

第 二 条 ［ 略 ］ 第 二 条 ［ 同 上 ］ 

２ こ の 省 令 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 ２ ［ 同 上 ］ 

［ 一 ・ 二 略 ］ ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

三 実 績 原 価 方 式 法 第 三 十 四 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 整 理 さ れ た 会 計 （ 以 下 「 二 種 接 続 会 計 」

と い う 。 ） 及 び 通 信 量 等 の 実 績 値 を 基 礎 と し て 算 定 さ れ た 原 価 、 利 潤 及 び 需 要 に 基 づ き 接 続

料 を 算 定 す る 方 式 を い う 。 

［ 新 設 ］ 

四 将 来 原 価 方 式 二 種 接 続 会 計 及 び 通 信 量 等 の 実 績 値 を 基 礎 と し て 算 定 さ れ た 原 価 、 利 潤 及

び 需 要 の 、 接 続 料 が 適 用 さ れ る 事 業 年 度 に 係 る 予 測 値 に 基 づ き 当 該 接 続 料 を 算 定 す る 方 式 を

い う 。 

［ 新 設 ］ 

（ 接 続 料 の 原 価 及 び 利 潤 ） （ 接 続 料 の 原 価 及 び 利 潤 ） 

第 六 条 ［ 略 ］ 第 六 条 ［ 同 上 ］ 

２ 接 続 料 の 利 潤 は 、 法 定 機 能 ご と に 、 当 該 法 定 機 能 に 係 る 第 八 条 か ら 第 十 条 ま で の 規 定 に 基 づ

き 計 算 さ れ る 他 人 資 本 費 用 、 自 己 資 本 費 用 及 び 利 益 対 応 税 の 合 計 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て

、 算 定 の 基 礎 と し て 用 い る 資 産 、 負 債 及 び 純 資 産 の 額 は 、 貸 借 対 照 表 （ 接 続 会 計 規 則 第 四 条 の

規 定 に よ り 読 み 替 え て 準 用 す る 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 第 五 条 第 一 項 前 段 の 規 定 に 基 づ き 作 成 す

る 貸 借 対 照 表 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 計 上 さ れ た 期 首 及 び 期 末 の 額 の 合 計 を 二 で 除 し た も の を

用 い る も の と す る 。 

２ 接 続 料 の 利 潤 は 、 法 定 機 能 ご と に 、 当 該 法 定 機 能 に 係 る 第 八 条 か ら 第 十 条 ま で の 規 定 に 基 づ

き 計 算 さ れ る 他 人 資 本 費 用 、 自 己 資 本 費 用 及 び 利 益 対 応 税 の 合 計 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て

、 算 定 に 用 い る 資 産 の 額 は 、 当 該 法 定 機 能 に 係 る 接 続 料 の 利 潤 の 算 定 期 間 に 係 る 貸 借 対 照 表 （

接 続 会 計 規 則 第 四 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 準 用 す る 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 第 五 条 第 一 項 前 段

の 規 定 に 基 づ き 作 成 す る 貸 借 対 照 表 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 計 上 さ れ た 期 首 及 び 期 末 の 額 の 合

計 を 二 で 除 し た も の を 用 い る も の と す る 。 

３ 接 続 料 の 原 価 及 び 利 潤 の 算 定 期 間 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 接 続 料 の 算 定 方 式 の 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る 期 間 と す る 。 

一 実 績 原 価 方 式 一 年 

二 将 来 原 価 方 式 三 年 

３ 接 続 料 の 原 価 及 び 利 潤 の 算 定 期 間 は 、 一 年 と す る 。 

（ 第 二 種 指 定 設 備 管 理 運 営 費 の 算 定 ） （ 第 二 種 指 定 設 備 管 理 運 営 費 の 算 定 ） 

第 七 条 ［ 略 ］ 第 七 条 ［ 同 上 ］ 

２ 前 項 の 費 用 は 、 当 該 費 用 を 用 い て 算 定 す る 接 続 料 に 係 る 次 の 各 号 に 掲 げ る 算 定 方 式 の 区 分 に

応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 費 用 の 額 を 基 礎 と し て 算 定 す る 。 

２ 前 項 の 費 用 は 、 接 続 会 計 規 則 別 表 第 三 の 移 動 電 気 通 信 役 務 収 支 表 に 記 載 さ れ た 費 用 を 基 礎 と

し て 算 定 す る 。 

一 実 績 原 価 方 式 接 続 会 計 規 則 別 表 第 三 の 移 動 電 気 通 信 役 務 収 支 表 に 記 載 さ れ た 費 用 の 額  

二 将 来 原 価 方 式 接 続 会 計 規 則 別 表 第 三 の 移 動 電 気 通 信 役 務 収 支 表 に 記 載 さ れ た 費 用 の 額 を

基 礎 と し て 、 合 理 的 な 将 来 の 予 測 に 基 づ き 算 定 さ れ た 額 

 

（ 他 人 資 本 費 用 ） （ 他 人 資 本 費 用 ） 

第 八 条 ［ 略 ］ 第 八 条 ［ 同 上 ］ 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

３ 前 項 の 対 象 設 備 等 の 正 味 固 定 資 産 価 額 は 、 当 該 正 味 固 定 資 産 価 額 を 用 い て 算 定 す る 接 続 料 に

係 る 次 の 各 号 に 掲 げ る 算 定 方 式 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。 

一 実 績 原 価 方 式 接 続 会 計 規 則 別 表 第 二 の 役 務 別 固 定 資 産 帰 属 明 細 表 の 帳 簿 価 額 を 基 礎 と し

て 算 定 さ れ た 額 

二 将 来 原 価 方 式 接 続 会 計 規 則 別 表 第 二 の 役 務 別 固 定 資 産 帰 属 明 細 表 の 帳 簿 価 額 を 基 礎 と し

３ 前 項 の 対 象 設 備 等 の 正 味 固 定 資 産 価 額 は 、 接 続 会 計 規 則 別 表 第 二 の 役 務 別 固 定 資 産 帰 属 明 細

表 の 帳 簿 価 額 を 基 礎 と し て 算 定 さ れ た 額 と す る 。 
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て 、 合 理 的 な 将 来 の 予 測 に 基 づ き 算 定 さ れ た 額 

［ ４ ～ ９ 略 ］ ［ ４ ～ ９ 同 上 ］ 

（ 接 続 料 設 定 の 原 則 ） （ 接 続 料 設 定 の 原 則 ） 

第 十 一 条 ［ 略 ］ 第 十 一 条 ［ 同 上 ］ 

２ 前 項 の 需 要 は 、 当 該 需 要 を 用 い て 算 定 す る 接 続 料 に 係 る 次 の 各 号 に 掲 げ る 算 定 方 式 の 区 分 に

応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 値 と す る 。 

一 実 績 原 価 方 式 接 続 料 を 算 定 す る 機 能 ご と の 通 信 量 等 の 実 績 値 

二 将 来 原 価 方 式 接 続 料 を 算 定 す る 機 能 ご と の 通 信 量 等 の 合 理 的 な 将 来 の 予 測 値 

２ 前 項 の 需 要 は 、 当 該 接 続 料 を 算 定 す る 機 能 ご と の 通 信 量 等 の 実 績 値 と す る 。 

 

［ ３ ・ ４ 略 ］ ［ ３ ・ ４ 同 上 ］ 

（ 音 声 伝 送 交 換 機 能 の 接 続 料 ） （ 音 声 伝 送 交 換 機 能 の 接 続 料 ） 

第 十 二 条 第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 イ に 掲 げ る 機 能 の 接 続 料 は 、 通 信 時 間 を 単 位 と し て 実 績 原 価

方 式 に 基 づ き 設 定 す る も の と す る 。 

第 十 二 条 第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 イ に 掲 げ る 機 能 の 接 続 料 は 、 通 信 時 間 を 単 位 と し て 設 定 す る

も の と す る 。 

（ デ ー タ 伝 送 交 換 機 能 の 接 続 料 ） （ デ ー タ 伝 送 交 換 機 能 の 接 続 料 ） 

第 十 三 条 ［ 略 ］ 第 十 三 条 ［ 同 上 ］ 

２ 第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 ロ に 掲 げ る 機 能 の 同 条 第 二 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 部 分 （ 以 下

｢ 将 来 原 価 方 式 対 象 機 能 」 と い う 。 ） の 接 続 料 は 、 将 来 原 価 方 式 を 用 い て 算 定 す る 接 続 料 及 び

実 績 原 価 方 式 を 用 い て 算 定 す る 接 続 料 を 設 定 す る も の と す る 。 

［ 新 設 ］ 

３ 将 来 原 価 方 式 対 象 機 能 の 将 来 原 価 方 式 を 用 い て 算 定 す る 接 続 料 （ 以 下 「 予 測 接 続 料 」 と い う

。 ） は 、 三 事 業 年 度 分 を 、 適 用 さ れ る 事 業 年 度 ご と に 区 分 し て 、 設 定 す る も の と す る 。 

［ 新 設 ］ 

４ 将 来 原 価 方 式 対 象 機 能 の 実 績 原 価 方 式 を 用 い て 算 定 す る 接 続 料 （ 以 下 「 精 算 接 続 料 」 と い う

。 ） は 、 専 ら 第 十 七 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 精 算 に 用 い る も の と す る 。 

［ 新 設 ］ 

５ 第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 ロ に 掲 げ る 機 能 の 同 条 第 二 項 第 三 号 に 掲 げ る 部 分 の 接 続 料 は 、 実 績

原 価 方 式 に 基 づ き 設 定 す る も の と す る 。 

［ 新 設 ］ 

６ 第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 ロ に 掲 げ る 機 能 の 同 条 第 二 項 第 三 号 に 掲 げ る 部 分 の 接 続 料 の 原 価 及

び 利 潤 は 、 前 章 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 方 法 に よ り 算 定 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合

に お い て 、 第 二 条 第 二 項 第 三 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 「 法 第 三 十 四 条 第 六 項 の 規 定 に よ り

整 理 さ れ た 会 計 （ 以 下 「 二 種 接 続 会 計 」 と い う 。 ） 及 び 通 信 量 等 」 と あ る の は 、 「 Ｓ Ｉ Ｍ カ ー

ド の 調 達 費 用 、 Ｓ Ｉ Ｍ カ ー ド の 管 理 及 び 他 事 業 者 へ の 提 供 に 要 す る 費 用 、 法 第 三 十 四 条 第 六 項

の 規 定 に よ り 整 理 さ れ た 会 計 （ 以 下 「 二 種 接 続 会 計 」 と い う 。 ） 及 び 通 信 量 等 」 と す る 。 

２ 第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 ロ に 掲 げ る 機 能 の 同 条 第 二 項 第 三 号 に 掲 げ る 部 分 に 係 る 接 続 料 の 原

価 及 び 利 潤 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該

接 続 料 の 原 価 及 び 利 潤 に つ い て は 、 前 章 の 規 定 は 適 用 し な い 。 

 

［ 一 略 ］ ［ 一 同 上 ］ 

二 接 続 料 の 利 潤 は 、 次 に 掲 げ る 式 に よ り 計 算 し た 運 転 資 本 に 、 第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 ロ に

掲 げ る 機 能 の 同 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 部 分 の 実 績 原 価 方 式 に よ る 接 続 料 の 算 定 に 用 い た 利 
二 接 続 料 の 利 潤 は 、 次 に 掲 げ る 式 に よ り 計 算 し た 運 転 資 本 に 、 前 項 第 一 号 の 接 続 料 の 算 定 に

お け る 利 潤 を 当 該 算 定 に 係 る レ ー ト ベ ー ス で 除 し た も の を 乗 じ た も の と す る 。 

潤 を 当 該 算 定 に 係 る レ ー ト ベ ー ス で 除 し た も の を 乗 じ た も の と す る 。  

［式略］ ［式同左］ 

７ ［ 略 ］ ３ ［ 同 上 ］ 

（ 番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ 転 送 機 能 の 接 続 料 ） （ 番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ 転 送 機 能 の 接 続 料 ） 

第 十 四 条 第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 ハ に 掲 げ る 機 能 の 接 続 料 は 、 通 信 時 間 を 単 位 と し て 、 実 績 原

価 方 式 に 基 づ き 設 定 す る も の と す る 。 

第 十 四 条 第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 ハ に 掲 げ る 機 能 の 接 続 料 は 、 通 信 時 間 を 単 位 と し て 設 定 す る

も の と す る 。 
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（ シ ョ ー ト メ ッ セ ー ジ 伝 送 交 換 機 能 の 接 続 料 ） （ シ ョ ー ト メ ッ セ ー ジ 伝 送 交 換 機 能 の 接 続 料 ） 

第 十 五 条 第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 ニ に 掲 げ る 機 能 の 接 続 料 は 、 通 信 回 数 を 単 位 と し て 、 実 績 原

価 方 式 に 基 づ き 設 定 す る も の と す る 。 

第 十 五 条 第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 ニ に 掲 げ る 機 能 の 接 続 料 は 、 通 信 回 数 を 単 位 と し て 設 定 す る

も の と す る 。 

第 十 六 条 ［ 略 ］ 第 十 六 条 ［ 同 上 ］ 

２ 前 項 の 承 認 を 受 け た 二 以 上 の 事 業 者 の う ち 同 項 の 一 の 事 業 者 に 関 す る 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 字 句 と す る 。 

２ ［ 同 上 ］ 

［ 略 ］ 

第 六 条 第 二 項 貸 借 対 照 表 （ 自 ら の 貸 借 対 照 表 （ 

［ 略 ］ 

［ 略 ］ 

第 十 三 条 第 六 項 第 二 号 ［ 略 ］ 
 

［ 同 上 ］ 

第 六 条 第 二 項 係 る 貸 借 対 照 表 係 る 自 ら の 貸 借 対 照 表 

［ 同 上 ］ 

［ 同 上 ］ 

第 十 三 条 第 二 項 第 二 号 ［ 同 上 ］ 
 

［ ３ 略 ］ ［ ３ 同 上 ］ 

第 十 七 条 ［ 略 ］ 第 十 七 条 ［ 同 上 ］ 

２ 事 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に 基 づ き 接 続 料 （ 将 来 原 価 方 式 対 象 機 能 に 係 る も の を 除 く 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） を 計 算 し 、 そ の 結 果 に 基 づ き 接 続 料 を 変 更 し た と き は 、 法 定 機 能 ご と に 、

接 続 料 の 変 更 前 後 の 差 額 に 当 該 法 定 機 能 に 対 す る 需 要 の 実 績 値 を 乗 じ て 得 た 金 額 を 、 当 該 接 続

料 の 原 価 及 び 利 潤 の 算 定 に 当 た り 基 礎 と な る 二 種 接 続 会 計 の 事 業 年 度 （ 以 下 「 基 礎 事 業 年 度 」

と い う 。 ） の 翌 年 度 の 期 首 ま で 遡 及 し て 、 他 事 業 者 と 精 算 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 法 定

機 能 に 係 る 接 続 料 の 急 激 な 変 動 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 金 額 を 、 基 礎 事 業 年

度 の 期 首 ま で 遡 及 し て 、 他 事 業 者 と 精 算 す る も の と す る 。 

２ 事 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に 基 づ き 接 続 料 を 計 算 し 、 そ の 結 果 に 基 づ き 接 続 料 を 変 更 し た と き は

、 法 定 機 能 ご と に 、 当 該 法 定 機 能 に 係 る 接 続 料 の 算 定 に 用 い た 原 価 及 び 利 潤 が 当 該 接 続 料 の 原

価 及 び 利 潤 の 算 定 期 間 よ り 前 で あ る も の に よ り 定 め た 接 続 料 の 変 更 前 後 の 差 額 に 当 該 法 定 機 能

に 対 す る 需 要 の 実 績 値 を 乗 じ て 得 た 金 額 を 、 当 該 算 定 期 間 の 翌 年 度 の 期 首 ま で 遡 及 し て 、 他 事

業 者 と 精 算 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 機 能 に 係 る 接 続 料 の 急 激 な 変 動 が あ る と 認 め ら れ る

場 合 に あ っ て は 、 当 該 金 額 を 、 当 該 算 定 期 間 の 期 首 ま で 遡 及 し て 、 他 事 業 者 と 精 算 す る も の と

す る 。 

３ 第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 ロ に 掲 げ る 機 能 の 同 条 第 二 項 第 三 号 に 掲 げ る 部 分 の 接 続 料 の 原 価 及

び 利 潤 を 第 十 三 条 第 六 項 の 規 定 に 基 づ き 算 定 す る 場 合 に お い て は 、 当 該 接 続 料 に つ い て 、 前 項

の 規 定 は 適 用 し な い 。 

３ 第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 ロ に 掲 げ る 機 能 の 同 条 第 二 項 第 三 号 に 掲 げ る 部 分 の 接 続 料 の 原 価 及

び 利 潤 を 第 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 算 定 す る 場 合 に お い て は 、 当 該 接 続 料 に つ い て 、 前 項

の 規 定 は 適 用 し な い 。 

４ 事 業 者 は 、 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 精 算 接 続 料 を 計 算 し 、 そ の 結 果 に 基 づ き 精 算 接 続 料 を 変

更 し た と き は 、 当 該 精 算 接 続 料 と 当 該 精 算 接 続 料 の 基 礎 事 業 年 度 に 適 用 さ れ た 予 測 接 続 料 と の

差 額 に 当 該 基 礎 事 業 年 度 に 係 る 需 要 の 実 績 値 を 乗 じ て 得 た 金 額 を 、 他 事 業 者 と 精 算 す る も の と

す る 。 

［ 新 設 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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   附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 第 二 十

三 条 の 九 の 三 第 二 項 の 規 定 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 （ 以 下 「 新 接 続 料 規 則 」 と い う

。 ） の 規 定 は 、 基 礎 事 業 年 度 （ 新 接 続 料 規 則 第 十 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 基 礎 事 業 年 度 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） が 平 成 三 十 年 度 以 降 で あ る 接 続 料 の 算 定 か ら 適 用 し 、 基 礎 事 業 年 度 が 平 成 二 十 九 年 度 以 前

で あ る 接 続 料 の 算 定 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  平 成 三 十 年 度 及 び 令 和 元 年 度 を 基 礎 事 業 年 度 と す る 精 算 接 続 料 （ 新 接 続 料 規 則 第 十 三 条 第 四 項 に

規 定 す る 精 算 接 続 料 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 関 す る 新 接 続 料 規 則 第 十 七 条 第 四 項 の 適 用 に つ い て は

、 「 そ の 結 果 に 基 づ き 精 算 接 続 料 を 変 更 し た と き は 、 当 該 精 算 接 続 料 と 当 該 精 算 接 続 料 の 基 礎 事 業

年 度 に 適 用 さ れ た 予 測 接 続 料 と の 差 額 に 当 該 基 礎 事 業 年 度 に 係 る 需 要 の 実 績 値 を 乗 じ て 得 た 金 額 を

」 と あ る の は 、 「 そ の 結 果 に 基 づ き 接 続 料 を 変 更 し た と き は 、 当 該 精 算 接 続 料 と 当 該 精 算 接 続 料 の

基 礎 事 業 年 度 に 適 用 さ れ た 接 続 料 と の 差 額 に 需 要 の 実 績 値 を 乗 じ て 得 た 金 額 を 、 当 該 精 算 接 続 料 の

基 礎 事 業 年 度 の 翌 年 度 の 期 首 ま で 遡 及 し て 、 他 事 業 者 と 精 算 す る も の と す る 。 た だ し 、 接 続 料 の 急
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激 な 変 動 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 金 額 を 、 当 該 精 算 接 続 料 の 基 礎 事 業 年 度 の 期 首

ま で 遡 及 し て 」 と す る 。  


